
独立監査人の監査報告書

平成� 22年� 6月� 11日

社師法人可視化講報学会

会畏青木 克己 澱

山下忠治公認会計士事務所

公認会計士山下 忠治

私は、社間法人可損化講報学会の平成� 21年� 6丹� 1E3から平成 22年� 5月訓告まで

の第� 21期(平成� 21年度)の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書

及び財産目録並びに収支計算書(以下� f撰務諸表等j という。)について監査を行っ

た。この財務鰭表等の律或饗任は理事者にあり、私の費在は狼立の立場から財務諸表

等に対する意見を表明することにある。

私は、我が爵において一般に公正妥告と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準は、私に期務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な

保証を得ることを求めている。監査誌、試査を基礎として行われ、理事者が採用した

会計方針及びその適用方法並び によって行われた見積りの評倍も含め全体

としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を持たと判断している。

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

(1)財務諸表等は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準

に準挺して、社団誌入可視化a情報学会の第� 21期〈平成� 21年度)末日現在の財政

状態並びに同事業年度の正味財叢増械の状祝をすべての重要な点において滴正に

表示しているものと器、める。� 

(2) 	 収支計算書は、� f公益法人余計における内部筈理事項についてJ(平成 17年� 3月� 

23自公益法人等の指導監督等に関する関探省庁連絡会議幹事会申合せ〉に従って、

社団法人可読北情報学会の第� 21期(平成� 21年度)の程支の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

社日法人可視化構報学会と私との問には、公認会計士法の規定により記載すべき利

関係はない。

以
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監査報告書

平成� 22年� 6月� 14日

社毘法人可現化靖報学会

長青木克巳搬

社鴎法人可視化1警報学会

不主主村為止心

移成予審)
ちは、平成� 21年� 6月� 1日から平成� 22年� 5丹� 31日までの第� 21期{平成幻年

度)の会計及び業務の監査 ¥次のとおり報告する。 

1 	監査の方法の概要� 

(1)会計監査について、	 i接簿並びに関保書類の関覧など必要と思われる監査手統

を黒いて財務諸表及び収支計葬書の正確性を検討した。� 

(2)業務監査について、現事会lこ出席し、理事から業務の報告を聴取し、

類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を換討

(1)貸借対照、表、正味財麓土議接計算書、財産自録、並びに収支計算書は、会計帳

簿の記載金額と一致し、法人の異才教状態、正味財産増減の状況、並びに収支

の状況を正しく示しているものと認める。� 

(2)理事業報告の内容は棄実であると認める。� 

(3)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する蓮大な

事実はないと認める。

以上


